
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
筒状容器の内周面に沿って摺動し前記筒状容器内に収納されている粘性材料を押圧する押
込部を備えた押込式取り出しユニットを少なくとも２つ有し、
前記押込部は、それぞれ、押圧されている前記粘性材料を前記筒状容器の外部に導出する
ための導出口を具備することを特徴とする粘性材料の連続供給システム。
【請求項２】
第１の押込部と接合し前記押込部を往復運動させる第１の往復運動手段と、
第２の押込部と接合し前記押込部を往復運動させる第２の往復運動手段と、
第１の筒状容器と第２の筒状容器を並列に載置するための筒状容器載置手段を有し、
前記筒状容器載置手段に載置される第１の筒状容器の中心軸上に前記第１の押込部及び前
記第１の往復運動手段を配置し、
前記筒状容器載置手段に載置される第２の筒状容器の中心軸上に前記第２の押込部及び前
記第２の往復運動手段を配置することを特徴とする請求項１に記載の粘性材料の連続供給
システム。
【請求項３】
前記第１の押込部が第１の筒状容器の底面に向かって移動し、前記底面ないし前記底面に
到達する前の前記底面の近傍で前記第１の押込部が停止又は前記底面から離れる方向に移
動して前記第１の筒状容器から粘性材料を取り出し終えてから、前記第２の押込部が第２
の筒状容器の底面に向かって移動するように、前記第１～２の往復運動手段を制御する制
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御手段を有することを特徴とする請求項１～２のいずれか一に記載の粘性材料の連続供給
システム。
【請求項４】
前記押込部の前記導出口から導出される粘性材料を静止混合手段に移送する移送手段と、
前記移送手段を載置するための移送手段の載置手段を有することを特徴とする請求項１～
３のいずれか一に記載の粘性材料の連続供給システム。
【請求項５】
静止混合手段と、前記静止混合手段の混合対象物の供給口に管路を介して連通する第１の
粘性材料の連続供給システムと、前記静止混合手段の混合対象物の供給口に管路を介して
連通する第２の粘性材料の連続供給システムを少なくとも有し、
前記粘性材料の連続供給システムは、それぞれ、請求項１～４のいずれか一に記載の粘性
材料の連続供給システムであることを特徴とする複数種の粘性材料の連続混合システム。
【請求項６】
前記静止混合手段を前記移送手段の載置手段に設けることを特徴とする請求項５に記載の
複数種の粘性材料の連続混合システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、粘性材料の連続供給システム及び複数の種類の粘性材料の連続混合システムに
関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、複数の粘性材料を混合する混合システムとしては、図１２に示すものがある。図１
２は、２種の粘性材料（第１の粘性材料と第２の粘性材料）を混合する従来の混合システ
ムの概略を説明するための図である。この混合システムは、スタティックミキサ１２１と
、前記スタティックミキサの原料供給口１２１ａに第１の管路１２４を介して連通する第
１の移送ポンプ１２２と、前記スタティックミキサの原料供給口に第２の管路１２５を介
して連通する第２の移送ポンプ１２３とを有する。前記第１の管路と前記第２の管路は、
前記スタティックミキサの原料供給口の上流側で合流して１本の合流管路１２６となって
いる。なお、第１の管路は、ホースをへルール継手１２７、１２９等て連結したものであ
り、圧力計１３１と弁１３３を備える。また、第２の管路は、ホースをへルール継手１２
８、１３０等て連結したものであり、圧力計１３２と弁１３４を備える。
【０００３】
第１の移送ポンプは、供給される第１の粘性材料を送出する。第１の粘性材料は、第１の
管路を経て前記合流管路に到達する。一方、第２の移送ポンプは、供給される第２の粘性
材料を送出する。第２の粘性材料は、第２の管路を経て前記合流管路に到達する。前記合
流管路で合流した第１の粘性材料と第２の粘性材料は、前記スタティックミキサに流入し
混合され前記原料供給口とは反対側の出口１２１ｂから吐出される。
【０００４】
なお、例えば、第１の粘性材料が樹脂であり、第２の粘性材料が前記樹脂を硬化させる硬
化剤である場合、前記スタティックミキサの前記出口は、樹脂成形機の樹脂供給口に管路
を介して連通させることができる。前記出口から吐出される前記樹脂とその硬化剤の混合
物ないし反応物は、前記樹脂成形機で成形され、樹脂成形体を得ることができる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来の混合システムにより、ペール缶等の筒状容器に収納されている粘性材料を混合
原料として用いる場合がある。即ち、粘性材料は、一般的に、容器に収納された形態で市
場を流通している。例えば、樹脂等の粘性材料は、略円筒状のペール缶に収納された形態
で（例えば、２０ｋｇあるいは３５ｋｇ等の重量の樹脂がペール缶内に収納されて）市場
を流通している。
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【０００６】
しかし、上記従来の混合システムでは、ペール缶等の筒状容器に収納されている粘性材料
を混合原料として用いる場合、複数のペール缶に収納されている粘性材料を複数のペール
缶にわたって連続して用いることはできなかった。
【０００７】
例えば、前記各ポンプで前記ペール缶から粘性材料を吸引する場合は、ひとつのペール缶
から粘性材料を吸引し終えた後に、粘性材料を収納する他のペール缶に交換する必要があ
るので、粘性材料の供給が停止する。そのため、粘性材料を前記スタティックミキサに連
続供給することができないから、前記スタティックミキサは粘性材料を連続混合して混合
物を連続供給することができない。また、粘性材料の粘度が高い場合は、前記各ポンプで
前記ペール缶から粘性材料を吸引することが困難になるので、前記各ポンプで吸引できる
程度まで加温等により前記粘性材料を流動化させて、前記各ポンプに供給する必要があっ
た。
【０００８】
なお、前記ひとつのペール缶の粘性材料を使い終わる前に、粘性材料を収納する他のペー
ル缶の粘性材料を継ぎ足す場合には、時間の経過により特性が変化した古い粘性材料と新
たな粘性材料が混合することになるので、品質上好ましくないと共に得られる混合物の混
合不良を引き起こすことになる。
【０００９】
また、複数のペール缶から取り出した粘性材料を大型の容器に貯える場合は、貯えたぶん
だけ粘性材料を連続して供給することはできるが、前記大型の容器のスペースを確保する
ことが必要であると共に、ある程度の時間内に使い切らないと粘性材料の特性が変化する
おそれがあり、品質上好ましくないと共に得られる混合物の混合不良を引き起こすことに
なる。
【００１０】
本発明の第１の目的は、上記従来技術の問題点に鑑み、筒状容器に収納されている粘性材
料を複数の容器にわたり連続して取り出すことができる粘性材料の連続供給システムを提
供することである。また、本発明の第２の目的は、複数個の筒状容器にそれぞれ収納され
た複数種の粘性材料を、前記複数個の筒状容器にわたり連続混合することができる、複数
種の粘性材料の連続混合システムを提供することである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明によれば、第１の視点において、筒状容器の内周面に沿って摺動し前記筒状容器内
に収納されている粘性材料を押圧する押込部を備えた押込式取り出しユニットを少なくと
も２つ有し、前記押込部は、それぞれ、押圧されている前記粘性材料を前記筒状容器の外
部に導出するための導出口を具備する、粘性材料の連続供給システムにより上記目的を達
成することができる。粘性材料を収納する筒状容器内に前記押込部を押し込むことにより
、前記粘性材料を前記導出口から前記筒状容器の外部に押し出して前記粘性材料を供給す
ることができる。特に、前記粘性材料が吸引ポンプの吸引力のみでは吸引することが困難
な程度の高粘性の材料である場合でも、前記導出口から前記筒状容器の外部に押し出して
前記粘性材料を供給することができる。
【００１２】
そして、本発明の粘性材料の連続供給システムは、前記押込部を備えた押込式取り出しユ
ニットを少なくとも２つ有するので、第１の筒状容器に収納された粘性材料を第１の押込
部で取り出し終えても、第２の筒状容器に収納された粘性材料を第２の押込部で取り出す
ことができるので、筒状容器に収納された粘性材料を複数の容器にわたり連続して取り出
して供給することができる。
【００１３】
なお、第２の筒状容器に収納された粘性材料を第２の押込部で取り出している間に、第３
の新たな筒状容器に収納された粘性材料を第１の押込部で取り出すことをいつでも開始で
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きるように、空になった第１の筒状容器を取り外して第１の筒状容器の代わりに第３の筒
状容器（粘性材料を収納している新たな筒状容器）を所定の位置に取り付けて準備する。
本発明の粘性材料の連続供給システムでは、次のようにすることができる。
【００１４】
第１の押込部と接合し前記押込部を往復運動させる第１の往復運動手段と、第２の押込部
と接合し前記押込部を往復運動させる第２の往復運動手段と、第１の筒状容器と第２の筒
状容器を並列に載置するための筒状容器載置手段を有し、前記筒状容器載置手段に載置さ
れる第１の筒状容器の中心軸上に前記第１の押込部及び前記第１の往復運動手段を配置し
、前記筒状容器載置手段に載置される第２の筒状容器の中心軸上に前記第２の押込部及び
前記第２の往復運動手段を配置することができる。
【００１５】
前記第１の押込部が第１の筒状容器の底面に向かって移動し、前記底面ないし前記底面に
到達する前の前記底面の近傍で前記第１の押込部が停止又は前記底面から離れる方向に移
動して前記第１の筒状容器から粘性材料を取り出し終えてから、前記第２の押込部が第２
の筒状容器の底面に向かって移動するように、前記第１～２の往復運動手段を制御する制
御手段を有することができる。この場合には、本発明の粘性材料の連続供給システムを自
動化することができる。また、前記押込部の前記導出口から導出される粘性材料を静止混
合手段に移送する移送手段と、前記移送手段を載置するための移送手段の載置手段を有す
ることができる。
【００１６】
本発明によれば、第２の視点において、静止混合手段と、前記静止混合手段の混合対象物
の供給口に管路を介して連通する第１の粘性材料の連続供給システムと、前記静止混合手
段の混合対象物の供給口に管路を介して連通する第２の粘性材料の連続供給システムを少
なくとも有し、前記粘性材料の連続供給システムは、それぞれ、本発明の粘性材料の連続
供給システムである、複数種の粘性材料の連続混合システムにより上記目的を達成するこ
とができる。前記静止混合手段を前記移送手段の載置手段に設けることができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
［粘性材料の連続供給システム］
本発明の粘性材料の連続供給システムでは、好ましくは、次のようにすることができる。
前記押込部は、前記筒状容器の内径よりも径が小さいディスク状ないし柱状の硬質部と、
少なくとも先端部が前記硬質部の外周端よりも外側に突出し弾性を有する環状縁部とを具
備するものにすることができる。この場合には、前記押込部が筒状容器の内周面に沿って
摺動する際に、前記硬質部は前記内周面に接触せずに前記環状縁部のみを前記内周面に押
し付けることができるから、前記押込部は高いシール性を確保しつつ前記内周面に沿って
円滑に摺動することができる。なお、前記容器が多少変形しているような場合でも、前記
容器の内部を円滑に摺動することができる。
【００１８】
前記環状縁部は、前記粘性材料を押圧する方向に向かって外径が拡大する筒状の環状縁部
にすることができる。この場合には、前記押込部はより一層高いシール性を確保すること
ができる。前記導出口における粘性材料の前記筒状容器内部への逆流を防止する逆流防止
手段を具備することができる。この場合には、筒状の容器に収納された粘性材料を複数の
容器にわたり連続して取り出して供給する際に、ある一つの筒状容器から粘性材料を取り
出し終えた後に、粘性材料を収納する他の筒状容器に交換する時等のように、前記導出口
における粘性材料に前記筒状容器の外部方向への圧力が加わらなくなった場合に、前記導
出口における粘性材料の前記筒状容器内部への逆流や前記導出口への空気の侵入を防止す
ることができる。そのため、粘性材料を管路を介して連続してスタティックミキサに供給
して混合する時に、混合物への気泡の混入を防止することができる。
【００１９】
環状縁部は、少なくとも先端部が硬質部の外周端よりも外側に突出していればよく、必ず
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しも全体が硬質部の外周端から突出する必要はない。前記環状縁部は、摩耗等により新し
いものと容易に交換することができるように、前記硬質部に着脱自在に設けることができ
る。
【００２０】
前記環状縁部は、好ましくは、前記粘性材料を押圧する方向に向かって外径が次第に拡大
する筒状の環状縁部にする。前記粘性材料を押圧する方向における押込部の断面において
、前記外径が次第に拡大する筒状の環状縁部の外径拡大部分の断面の長手方向（長軸方向
）と前記粘性材料を押圧する方向とのなす角度は、好ましくは２５°～６５°（より好ま
しくは３０°～６０°、さらに好ましくは３５°～５５°、特に好ましくは４０°～５０
°）にする。
【００２１】
本発明の粘性材料の連続供給システムは、前記押込部を備えた押込式取り出しユニットの
他に、前記押込部に直接又は他の部材を介して間接的に接合し前記押込部を押し込む軸に
沿って前記押込部を往復運動させる往復運動手段と、前記押込部が前記筒状容器の底面に
向かって移動し、前記底面ないし前記底面に到達する前の前記底面の近傍で前記押込部が
停止し、停止した押込部が前記底面から離れる方向に移動するように、前記往復運動手段
を制御する制御手段を有することができる。
【００２２】
具体的には、シリンダと、空気等の媒体の圧力によりシリンダ内を往復運動するピストン
と、前記ピストンと前記押込部を接合する押込軸とを有することができる。前記押込軸は
、前記押込部を前記筒状容器の底面に向かって押し込み又は引き戻すことができる。前記
シリンダは、例えば、前記ピストンを往復運動させるための空気等の媒体を供給する媒体
供給源に管（好ましくは、屈曲可能な可撓性を有する管）を介して接続し、空気等の媒体
を供給されて動作するものにすることができる。また、前記押込部が、前記押込軸の長さ
方向において、前記筒状容器の底面ないしその近傍から前記筒状容器の外部まで移動させ
ることができるように、前記ピストンが移動できる範囲を例えばマイクロスイッチ（リミ
ットスイッチ）等を用いて規制することができる。
【００２３】
本発明の粘性材料の連続供給システムは、また、前記筒状容器内に前記押込部を押し込む
際に前記押込部と前記押込部に押圧される粘性材料の間の空気を吸引除去する空気除去手
段と、前記押込部の押し込み方向先端面と前記筒状容器の底面ないし粘性材料との界面に
空気を供給する空気供給手段を有することができる。前記空気除去手段により、前記押込
部の押し込み方向先端面と粘性材料とを密着させることができる。前記空気供給手段によ
り、前記押込部の押し込み方向先端面と前記筒状容器の底面ないし粘性材料とを容易に引
き離すことができる。
【００２４】
前記押込部を前記筒状容器内の粘性材料の表面に向かって移動させる際に、前記空気除去
手段が動作するように前記空気除去手段を制御する制御手段を設けることができる。また
、前記筒状容器の底面ないし前記底面に到達する前の前記底面の近傍で前記押込部を前記
底面から離れる方向に移動させる際に、前記空気供給手段が動作するように前記空気供給
手段を制御する制御手段を設けることができる。また、前記筒状容器を内圧から保護する
保護手段を設けることができる。前記保護手段としては、例えば、前記筒状容器の外周面
を着脱自在に包囲して（例えば、半周程度以上包囲して）前記外周面を押圧する帯状保護
板がある。
【００２５】
本発明の粘性材料の連続供給システムは、フレーム構造を有する台車の前記フレームに固
定して設けることができる。この場合には、本発明の粘性材料の連続供給システムは、粘
性材料の供給先に自在に移動することができる。なお、本発明の粘性材料の連続供給シス
テムによれば、例えば、粘度５万～５０万ｃｐ程度の粘性材料を連続供給することができ
る。
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【００２６】
［複数種の粘性材料の連続混合システム］
本発明の複数種の粘性材料の連続混合システムにおける粘性材料の連続供給システムは、
静止混合手段の混合対象物の供給口に管路を介して連通する。本発明の複数種の粘性材料
の連続混合システムは、静止混合手段と、第１の粘性材料の連続供給システムと、前記第
１の粘性材料とは異なる第２の粘性材料の連続供給システムを少なくとも有する。粘性材
料の連続供給システムの数は、混合する粘性材料の種類の数に応じて設定する。静止混合
手段としては、例えば、管状の流路内に流れを分割する邪魔板等を備えて成り、流体を混
合するものがあり、典型的には、管内に捻り羽根エレメントを設けて成るスタティックミ
キサを用いる。
【００２７】
〈容器〉
粘性材料を収納する容器は、本発明における押込部が容器の内周面に沿って摺動すること
ができると共に、前記押込部を押し込むことにより収納されている粘性材料を導出口から
容器の外部に導出させることができる形状の容器であればよい。好ましくは、径方向の断
面が略均一な柱状の空間部を内部に有する有底容器、例えば、円柱、角柱等の柱状の内部
空間を有する筒状の有底容器である。典型的なものは、径方向の断面積が略均一な柱状の
内部空間部を有する容器（特に、筒状の容器）であって、一方の端部が閉口して底面を構
成し他の端部が開口して開口を構成し、前記開口の径は本発明における押込部が摺動可能
な径であるものである。
【００２８】
【実施例】
次に本発明の実施例を図面に基づいて説明する。
【００２９】
［実施例１］
図１は、本発明に係る粘性材料の連続供給システムの一例における押込部を、押し込む方
向側から視た図である。図２は、図１の押込部の II-II線矢視方向断面図である。図３は
、押込部を構成する上部ディスク１、環状部材５及び導出管６の前記 II-II線矢視方向断
面図である。図４は、押込部を構成する下部ディスク２の前記 II-II線矢視方向の断面を
示す図である。図５は、筒状容器である円筒状のペール缶５１に収納された粘性材料（例
えば、高粘性樹脂）５２を取り出す場合の一例を示す概略断面図であり、矢Ａの先端部が
向く方向は押込部の押込方向を示す。
【００３０】
図１の押込部は、図２に示されているように、略円盤状の上部ディスク１と、環状の下部
ディスク２と、これらのディスクに挟まれる弾性体（ゴム等のゴム状の弾性を有する弾性
体）である環状縁部３とを有する。上部ディスク１は、押込部を押し込むための押込軸５
０と結合する環状部材５を備える。環状部材５は、押込軸５０の先端部を挿入するための
開口５ａを有する。また、上部ディスク１は、押圧されている粘性材料をペール缶５１の
外部に導出するための導出口１ａを具備する。導出口１ａは、筒状容器の外部に連通する
導出管６に連通する。なお、図５では、導出管６は、筒状容器の外部に連通する延長管６
ａに連通する。
【００３１】
また、上部ディスクは、上部ディスクを補強するための堰止めリング４と、空気吸引孔７
と、空気供給孔８とを有する。空気吸引孔７は、真空ポンプ（図示せず）等の減圧手段に
接続し、押込部をペール缶内に押し込む際に押込部と粘性材料表面の間の空気を吸引する
。また、空気吸引孔７は、押込部をペール缶内に押し込む際に、大気開放して、前記押込
部と粘性材料表面との間の空気を排除しやすくすることができる。空気供給孔８は、空気
供給ポンプ（図示せず）等の空気供給手段に接続し、粘性材料が押込部により導出口から
押し出され押込部の先端が缶の底面に到達した時等のように押込部をペール缶内から取り
出すことを容易に行えるように、押込部と前記押込部に接触する缶の底面ないし粘性材料

10

20

30

40

50

(6) JP 3749832 B2 2006.3.1



表面との間に空気を送り込む。
【００３２】
環状縁部３は、粘性材料を押圧する方向（図５の矢Ａの先端が向く方向）に向かって外径
が次第に拡大する筒状の環状縁部である。粘性材料を押圧する方向における押込部の断面
において、前記外径が次第に拡大する筒状の環状縁部の外径拡大部分の断面の長手方向（
長軸方向）と前記粘性材料を押圧する方向とのなす角度は、図５ではおよそ４５°である
。そのため、図３に示す上部ディスク１の端部の断面における環状縁部３との接触面の屈
曲角度θは、およそ１３５°である。
【００３３】
環状縁部３は、図５に示されるように、粘性材料を押圧する方向に向かって外径が次第に
拡大する筒状の環状縁部として成形してもよい。また、環状縁部３は、平坦な環状の弾性
体であっても、図３～４に示される形状の上部ディスク１と下部ディスク２の間に挟むこ
とにより、粘性材料を押圧する方向に向かって外径が次第に拡大する筒状の環状縁部にす
ることができる。
【００３４】
図５の押込軸５０は、空気の圧力によりシリンダ（図示せず）内を往復運動するピストン
（図示せず）に接合し、前記押込部を前記ペール缶の底面に向かって押し込むことができ
る。前記押込部が、押込軸の長さ方向において、前記筒状容器の底面ないしその近傍から
前記筒状容器の外部まで移動させることができるように、前記ピストンが移動できる範囲
を前記シリンダに設けたマイクロスイッチ（リミットスイッチ）（図示せず）により規制
している。前記シリンダは、前記ピストンを往復運動させるに十分な圧力の空気を供給す
る空気供給源に可撓性を有する管を介して接続して、前記空気を供給される。
【００３５】
略円盤状の上部ディスク１と、環状の下部ディスク２と、環状縁部３は、それぞれ、ボル
トを貫通させるための貫通孔を有する。例えば、上部ディスク１は、図３に示すように、
貫通孔１ｈ、１ｈ’等を有する。また、下部ディスク２は、図４に示すように、貫通孔２
ｈ、２ｈ’等を有する。そのため、前記３者は、ボルト２０及びナット２１により着脱自
在に結合することができる。
【００３６】
［実施例２］
図６は、本発明に係る粘性材料の連続供給システムの一例における押込部であって、導出
口における粘性材料のペール缶内部への逆流を防止する逆流防止弁である略円盤状のシー
ル板７０を有するものを説明するための図である。図６の（ａ）の部分は、シール板７０
をシャフト７３の長手方向に移動させるためのハンドル７４を、押込部をペール缶に押し
込む方向側から視た図である。図６の（ｂ）の部分は、本発明に係る粘性材料の連続供給
システムの一例における押込部の、押し込む方向における断面の一部を示した図である。
【００３７】
図６の押込部は、略円盤状の上部ディスク６１と、環状の下部ディスク６２と、これらの
ディスクに挟まれる弾性体（ゴム等のゴム状の弾性を有する弾性体）である環状縁部６３
とを有する。上部ディスク６１は、押込部を押し込むための押込軸６０とナットＮにより
結合する環状部材６５を備える。環状部材６５は、押込軸６０の先端部を挿入するための
開口を有する。また、上部ディスク６１は、押圧されている粘性材料を円筒状のペール缶
（図示せず）の外部に導出するための導出口６１ａを具備する。なお、６０ａは、押込軸
６０の中心軸である。
【００３８】
図６の（ｂ）の部分では、導出口６１ａは、リング状のシール材７２を介してシール板７
０で塞がれているので、ペール缶を交換する際に粘性材料がペール缶内に逆流することを
防止することができると共に、導出口内に空気が侵入することを防止することができる。
ハンドル７４を回転することにより、シール板７０を７０’の位置に移動することができ
る。
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【００３９】
シャフト７３の一方の端部には、ピンＰによりシール板止７１が固定されている。シール
板７０は、シール板止７１によりシャフト７３の一方の端部に固定されている。ハンドル
７４は、ボルトＢと、スプリングワッシャーＳＷと、ワッシャーＷにより、シャフト７３
の他方の端部に固定されている。導出管上部６６ｂの細くなった円柱状の内部空間部分を
摺動するシャフト７３の外周面には、Ｏリングをはめ込むための溝が形成され、粘性材料
の漏れや空気の侵入を防止するＯリングＲが前記溝にはめ込まれている。
【００４０】
導出口６１ａは、筒状容器の外部に連通する導出管６６に連通する。図６では、導出管６
６は、筒状容器の外部に連通する延長管６６ａに連通する。上部ディスク６１は、上部デ
ィスクを補強するための堰止めリング６４と、真空ポンプ（図示せず）等の減圧手段に接
続する空気吸引孔（図示せず）と、空気供給ポンプ（図示せず）等の空気供給手段に接続
する空気供給孔（図示せず）とを有する。なお、前記空気吸引孔（図示せず）は、押込部
をペール缶内に押し込む際に、大気開放して、前記押込部と粘性材料表面との間の空気を
排除しやすくすることができる。
【００４１】
環状縁部６３は、粘性材料を押圧する方向（図６の矢Ａの先端が向く方向）に向かって外
径が次第に拡大する筒状の環状縁部である。粘性材料を押圧する方向における押込部の断
面において、前記外径が次第に拡大する筒状の環状縁部の外径拡大部分の断面の長手方向
（長軸方向）と前記粘性材料を押圧する方向（押圧軸の押圧方向）とのなす角度は、およ
そ４５°である。
【００４２】
図６の押込軸６０は、空気の圧力によりシリンダ（図示せず）内を往復運動するピストン
（図示せず）に接合し、前記押込部を前記ペール缶の底面に向かって押し込むことができ
る。前記押込部が、押込軸の長さ方向において、前記筒状容器の底面ないしその近傍から
前記筒状容器の外部まで移動させることができるように、前記ピストンが移動できる範囲
を前記シリンダに設けたマイクロスイッチ（リミットスイッチ）（図示せず）により規制
している。前記シリンダは、前記ピストンを往復運動させるに十分な圧力の空気を供給す
る空気供給源に可撓性を有する管を介して接続して、前記空気を供給される。
【００４３】
略円盤状の上部ディスク６１と、環状の下部ディスク６２と、環状縁部６３は、それぞれ
、ボルトを貫通させるための貫通孔を有し、ボルト及びナットにより着脱自在に結合して
いる。
【００４４】
［実施例３］
図７は、本発明の複数種の粘性材料の連続混合システムの一例を、押込部の押し込み方向
に対して直角方向から視た図である。図８は、図７の複数種の粘性材料の連続混合システ
ムの一例を、押込部の押し込み方向に視た図である。図９の（ａ）は、図７の複数種の粘
性材料の連続混合システムにおける台車８４を、押込部（図示せず）の押し込み方向に視
た図であり、図９の（ｂ）は、図７における台車８４を、押込部（図示せず）の押し込み
方向に対して直角方向から視た図である。図１０は、図７における台車８４を、押込部（
図示せず）の押し込み方向に対して直角方向であって、２つのシリンダが重なる方向から
視た図である。
【００４５】
図７～１０に示される２種の粘性材料の連続混合システムは、図８に示すように、スタテ
ィックミキサ８１と、前記スタティックミキサの原料供給口に管路を介して連通する２つ
の粘性材料（例えば、高粘性樹脂）の連続供給システム８２、８３と、連続供給システム
８２、８３のそれぞれから管路８８を介して供給される粘性材料をスタティックミキサ８
１に移送する移送ポンプ８５、８６を有する。８５ａ、８６ａは、それぞれ、移送ポンプ
８５、８６の吸い込み口である。
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【００４６】
前記粘性材料の連続供給システム８２、８３は、それぞれ、筒状容器であるペール缶７１
の内周面に沿って摺動し前記ペール缶内に収納されている粘性材料を押圧する押込部７２
を２つ有する。前記押込部は、それぞれ、前記実施例２で示されたものと同様のものであ
り、押圧されている前記粘性材料を前記筒状容器の外部に導出するための導出口を具備す
る。
【００４７】
粘性材料の連続供給システム８２、８３は、２つの押込部７２の他に、それぞれ、２つの
ペール缶を載置するための台車８４と、各ペール缶の開口に押込部７２を重力方向に押し
込んで前記各ペール缶の内周面に沿って押込部７２を摺動させて前記各ペール缶内に収納
されている粘性材料を押圧するためのシリンダ７３と、前記シリンダ内を空気圧により往
復運動するピストンと、前記ピストンと押込部に結合する押込軸を有する。
【００４８】
シリンダ７３は、フレーム部材７４を介して台車８４に固定されている。台車８４には、
図９～１０に示すように、前記ペール缶の外周面を着脱自在に半周程度包囲して前記外周
面を押圧する帯状保護板９１と、台車８４を押したり引いたりして移動させるための取っ
手１０１を設けている。
【００４９】
また、移送ポンプ８５、８６は、台車７５の上に並列に設けられている。スタティックミ
キサ８１は、移送ポンプ８５、８６に管路を介して接続して設けられている。
【００５０】
上述の２種の粘性材料の連続混合システムでは、粘性材料の連続供給システム８２により
供給される第１の粘性材料は、移送ポンプ８５によりスタティックミキサ８１に移送され
る。一方、粘性材料の連続供給システム８３により供給される第２の粘性材料は、移送ポ
ンプ８６によりスタティックミキサ８１に移送される。第１の粘性材料と第２の粘性材料
は、スタティックミキサ８１で混合され、スタティックミキサの吐出口８１ａから吐出さ
れる。
【００５１】
［実施例４］
図１１は、本発明の複数種の粘性材料の連続混合システムにおける粘性材料の流れの一例
の概略を示す図であり、以下、この図に基づいて説明する。
【００５２】
第１～４のシリンダＣＹ－１～ＣＹ－４は、それぞれ、空気を供給することにより、シリ
ンダ内部のピストン（図示せず）が往復運動する。押込部は前記ピストンの軸に結合する
ので、ペール缶に収納されている粘性材料を押圧して粘性材料を管路を介してペール缶の
外部に押し出すことができる。なお、Ｖ５～Ｖ１２は、それぞれ、前記各シリンダに空気
を供給する配管の弁である。
【００５３】
まず、第１のシリンダＣＹ－１のピストン軸に結合する第１の押込部は、第１の粘性材料
（樹脂と触媒）が入ったペール缶１１１から第１の粘性材料を管路１１６と１２０を介し
て移送ポンプＰ－１に向けて押し出す。この時、バルブＶ２は、閉じられている。
【００５４】
第１のシリンダＣＹ－１のピストン軸に結合する第１の押込部が、ペール缶１１１から第
１の粘性材料を供給し終えると、第２のシリンダＣＹ－２のピストン軸に結合する第２の
押込部は、第１の粘性材料が入ったペール缶１１２から第１の粘性材料を管路１１７と１
２０を介して移送ポンプＰ－１に向けて押し出す。この時、バルブＶ１は、閉じられてい
る。
【００５５】
第２の押込部がペール缶１１２から第１の粘性材料を押し出している間に、空になったペ
ール缶１１１を粘性材料を収納した別のペール缶に交換する。以上のことを繰り返すこと
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により、第１の粘性材料を移送ポンプＰ－１に連続的に押し出すことができる。移送ポン
プＰ－１は、管路１２２を介して第１の粘性材料を連続してスタティックミキサ１１５に
移送する。
【００５６】
一方、第３のシリンダＣＹ－３のピストン軸に結合する第３の押込部は、第２の粘性材料
（樹脂と硬化剤）が入ったペール缶１１３から第２の粘性材料を管路１１８と１２１を介
して移送ポンプＰ－２に向けて押し出す。この時、バルブＶ４は、閉じられている。
【００５７】
第３のシリンダＣＹ－３のピストン軸に結合する第３の押込部が、ペール缶１１３から第
２の粘性材料を供給し終えると、第４のシリンダＣＹ－４のピストン軸に結合する第４の
押込部は、第２の粘性材料が入ったペール缶１１４から第２の粘性材料を管路１１９と１
２１を介して移送ポンプＰ－２に向けて押し出す。この時、バルブＶ３は、閉じられてい
る。
【００５８】
第４の押込部がペール缶１１４から第２の粘性材料を押し出している間に、空になったペ
ール缶１１３を粘性材料を収納した別のペール缶に交換する。以上のことを繰り返すこと
により、第２の粘性材料を移送ポンプＰ－２に連続的に押し出すことができる。移送ポン
プＰ－２は、管路１２３を介して第２の粘性材料を連続してスタティックミキサ１１５に
移送する。
【００５９】
このようにして、第１の粘性材料と第２の粘性材料は、スタティックミキサ１１５で連続
して混合される。そして、第１の粘性材料と第２の粘性材料の混合物ないし反応物は、ス
タティックミキサ１１５の出口ないしその延長管の出口から吐出される。なお、１２４は
へルール継手であり、１２５は圧力計である。
【００６０】
なお、本発明の複数種の粘性材料の連続混合システムの実施例では、第１の粘性材料と第
２の粘性材料がそれぞれ連続してスタティックミキサに供給するための制御部を備えてお
り、前記各バルブの開閉等を制御している。
【００６１】
【発明の効果】
本発明の粘性材料の連続供給システムは、筒状容器の内周面に沿って摺動し前記筒状容器
内に収納されている粘性材料を押圧する押込部を備えた押込式取り出しユニットを少なく
とも２つ有し、前記押込部は、それぞれ、押圧されている前記粘性材料を前記筒状容器の
外部に導出するための導出口を具備するので、次の基本的な効果を奏することができる。
【００６２】
本発明の粘性材料の連続供給システムによれば、粘性材料を収納する複数の筒状容器から
複数の筒状容器にわたって粘性材料を連続して取り出して供給することができる。また、
前記粘性材料が吸引ポンプの吸引力のみでは吸引することが困難な程度の高粘性の材料で
ある場合でも、複数の容器にわたり連続して取り出して供給することができる。
【００６３】
本発明の複数種の粘性材料の連続混合システムは、静止混合手段と、前記静止混合手段の
混合対象物の供給口に管路を介して連通する第１の粘性材料の連続供給システムと、前記
静止混合手段の混合対象物の供給口に管路を介して連通する第２の粘性材料の連続供給シ
ステムを少なくとも有し、前記粘性材料の連続供給システムは、それぞれ、本発明の粘性
材料の連続供給システムであるから、次の基本的な効果を奏することができる。
【００６４】
本発明の複数種の粘性材料の連続混合システムによれば、複数個の筒状容器にそれぞれ収
納された複数種の粘性材料を、前記複数個の筒状容器にわたり連続混合することができる
。また、前記粘性材料が吸引ポンプの吸引力のみでは吸引することが困難な程度の高粘性
の材料である場合でも、複数の容器にわたり連続して取り出して連続混合することができ
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る。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明に係る粘性材料の連続供給システムの一例における押込部を、押
し込む方向側から視た図である。
【図２】図２は、図１の押込部の II-II線矢視方向断面図である。
【図３】図３は、押込部を構成する上部ディスク１、環状部材５及び導出管６の前記 II-I
I線矢視方向断面図である。
【図４】図４は、押込部を構成する下部ディスク２の前記 II-II線矢視方向の断面を示す
図である。
【図５】図５は、筒状容器である円筒状のペール缶５１に収納された粘性材料５２を取り
出す場合の一例を示す概略断面図である。
【図６】図６の（ａ）の部分は、シール板７０をシャフト７３の長手方向に移動させるた
めのハンドル７４を、押込部をペール缶に押し込む方向側から視た図であり、図６の（ｂ
）の部分は、本発明に係る粘性材料の連続供給システムの一例における押込部の、押し込
む方向における断面の一部を示した図である。
【図７】図７は、本発明の複数種の粘性材料の連続混合システムの一例を、押込部の押し
込み方向に対して直角方向から視た図である。
【図８】図８は、図７の複数種の粘性材料の連続混合システムの一例を、押込部の押し込
み方向に視た図である。
【図９】図９の（ａ）は、図７の複数種の粘性材料の連続混合システムにおける台車８４
を、押込部（図示せず）の押し込み方向に視た図であり、図９の（ｂ）は、図７における
台車８４を、押込部（図示せず）の押し込み方向に対して直角方向から視た図である。
【図１０】図１０は、図７における台車８４を、押込部（図示せず）の押し込み方向に対
して直角方向であって、２つのシリンダが重なる方向から視た図である。
【図１１】図１１は、本発明の複数種の粘性材料の連続混合システムにおける粘性材料の
流れの一例の概略を示す図である。
【図１２】図１２は、２種の粘性材料を混合する従来の混合システムの概略を示す図であ
る。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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